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市民文化系施設 社会教育系施設 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設

産業系施設 学校教育系施設 子育て支援施設

保健・福祉施設 医療施設 行政系施設

公営住宅 公園 供給処理施設

平成18年

度

平成19年

度

平成20年

度

平成21年

度

平成22年

度

平成23年

度

平成24年

度

平成25年

度

平成26年

度

平成27年

度

歳出合計（千円） 37,351,129 39,489,415 41,421,444 41,762,650 41,974,526 42,989,565 44,288,594 46,916,792 46,592,362 47,937,776

繰出金 5,576,143 5,442,360 4,816,050 5,005,283 5,032,568 5,294,403 6,069,978 5,573,506 5,690,172 6,729,333

積立金・投資及び

出資金・貸付金
636,860 2,490,851 1,788,128 2,860,775 3,006,049 1,967,511 2,076,821 2,765,165 1,533,733 3,581,150

公債費 5,002,958 5,209,882 5,199,603 5,048,690 5,070,383 5,194,218 4,827,432 4,750,756 4,748,776 4,309,589

投資的経費 5,087,326 4,148,440 7,014,769 3,796,678 5,024,793 6,223,794 6,914,527 9,329,849 8,958,400 7,630,128

補助費等 1,783,695 2,361,260 2,584,451 4,623,162 2,083,013 2,067,317 2,338,757 2,209,790 2,310,752 2,273,019

扶助費 6,128,249 6,351,326 6,440,439 6,579,305 8,270,886 8,593,530 8,773,688 9,098,457 9,845,477 9,923,405

維持補修費 365,053 344,776 333,590 412,468 333,050 465,611 462,897 473,326 470,532 528,904

物件費 4,430,359 4,660,208 4,660,946 5,022,376 4,879,847 5,004,506 4,834,072 5,107,973 5,291,842 5,306,069

人件費 8,340,486 8,480,312 8,583,468 8,413,913 8,273,937 8,178,675 7,990,422 7,607,970 7,742,678 7,656,179

37,351
39,489

41,421 41,763 41,975 42,990 44,289
46,917 46,592 47,938

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

百万円

（１）計画の背景と趣旨１．公共施設等総合管理計画の策定について

公共施設等総合管理計画は、少子高齢化の進展による人口減少問題をはじめ、それに伴う市税収入の減少、高齢化社会の進展に伴う扶助費等

の義務的経費の増大などの要因により厳しい財政状況が見込まれる中、本市の公共施設等の現状や将来にわたる課題等を把握・整理するととも

に、長期的な視点を持って公共施設等の適正配置と有効活用及び財政負担の軽減・平準化について検討し、持続可能なまちづくりを市民ととも

に実現していくために策定するものです。

 公共建築物（市民文化系施設、社会教育系施設、学校教育系施設、

子育て支援施設、保健・福祉施設、行政系施設、公営住宅、公園、

スポーツ・レクリエーション施設など）

 インフラ資産（道路、橋りょう、上下水道、農道、林道等）

２．公共建築物の現状と課題

（２）人口の見通し

（１）公共建築物の現状

（２）計画の対象施設

（３）財政の現状

 本市が保有する公共建築物（普通会計）

 679施設、1,825棟の延床面積は約52.3万㎡（平成27年度末）

 市民一人当たり床面積は4.68㎡

（111,799人：平成28年3月末住民基本台帳人口）

 全国平均の3.22㎡との比較では約1.5倍となっています。

 同規模自治体（人口10万人以上25万人未満）の平均2.89㎡との

比較では1.6倍となっています。

（4）公共建築物の更新費用の推計

 平成27年度（2015年度）の歳入は約512億円

 主な収入である市税は155億円前後、地方交付税は90

億円前後で推移しています。

 地方交付税のうち普通交付税は、令和2年度より合併

算定替特例による加算がなくなることから大幅な減収

が見込まれます。

 平成27年度（2015年度）の歳出は約479億円

 うち義務的経費の合計は約219億円となり、歳出に占

める割合は約46%となっています。

 投資的経費（公共施設の新設・改修等整備に要する経

費）は、平成25年度（2013年度）がピークで約40～

90億円で推移しています。

 投資的経費のうち、普通建設事業費の推移をみると、

過去10年間の平均投資額は約62.4億円となっていま

す。また、その内訳をみると、土木費が約45％

（27.8億円）、土木費以外が約55％（約34.6億円）の

比率になっています。

 本市の公共建築物は、昭和38年（1963年）頃から建

築量の増加が始まり、築年数で見ると築30年以上の

建物の延床面積が過半数（約29万㎡、約55%）を占

めており、今後40年間には確実に更新（建替え）時

期を迎えることとなります。

 これら保有する施設について、公共施設等更新費用試

算ソフトを用いて、今後40年間の更新費用を推計す

ると、2,327億円（年平均58.2億円）となります。

 このように必要な費用と投資可能な予算の間には、大

きな隔たりがあります。

 試算条件（更新費用試算ソフト）

 現有する公共建築物は廃止せず全て維持する。

 築後30年で大規模改修する（2年間で費用計上）

 築後60年で同規模に建替える（3年間で費用計上）

 築31年以上で大規模改修未実施のものは平成28～37

年度（2016～2025年度）の10年間で費用を均等計上

 築61年以上で建替え未実施のものは平成28～37年度

（2016～2025年度）の10年間で費用を均等計上

 西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略に示された、国立社会保

障・人口問題研究所（社人研）の将来推計人口（平成25年3月推

計：2010年国勢調査数値から推計）によると、令和42年（2060

年）には、約7.1万人（平成22年比63％）まで大きく減少するこ

とが見込まれています。

 今後、人口の減少と少子高齢化により、本市の財政状況は、厳し

くなっていくことが予想されます。

 そこで本市においては、平成27年10月に「西条市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を策定し、人口減少対策を展開しています。

築30年未満 約23.6万㎡（約45%）築30年以上 約28.7万㎡（約55%）

歳出決算額（普通会計）の推移

公共建築物の整備が集中

人件費

物件費

維持補修費

扶助費

補助費

投資的経費

公債費
積立金等

繰出金

百万円

 普通建設事業費 過去10年間平均投資額 約62.4億円／年

 土木費・・・・・・・・・・約27.8億円／年（約45％）

 土木費以外・・・・・・・・約34.6億円／年（約55％）

2010年(平成22年)比

・約63％に減少

過去10年間の平均

投 資 的 経 費 と 約

23.6億円（1.7倍）

のかい離がある。

約58.2億円/年

約34.6億円/年

40年間の更新費用

総額 約2,327億円

普通建設事業費(土木費を除く)

約34.6億円(直近10年平均)

積み残し建築物の

改修と更新費用

2015年国勢調査 108,174人

グラフは2010年国勢調査を基にした推計値である。

2015年国勢調査

60,473人

2015年国勢調査

32,793人

2015年国勢調査

13,857人
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（１）計画期間 （４）公共建築物の目標設定

 現時点における公共建築物の更新費用（大規模改修及び建

替え）の見通しは、年間約58.2億円で、過去10年間の平均

的な投資額である34.6億円との差は23.6億円にも上ります。

 このことを踏まえ公共建築物の目標は、

 財政的なかい離の解消とサービス水準の維持におき、次の

ような施策を展開して目標の達成状況を段階的にマネジメ

ントします。

① 維持管理費及び更新費用の精度向上

 維持管理費及び更新費用等の精度向上を図り、財政面での

かい離とその解消状況をより明確なものとしていきます。

② 公共施設等マネジメントの基本方針への取り組み

 公共施設等マネジメントの基本方針について、実施展開を

図るため、今後それぞれＫＰＩを定めて取り組み、その結

果をフィードバックします。

■施設の再編による施設保有量の縮減

■計画保全による施設の長寿命化（施設の目標使用年数）

■保有形態の見直しによる効率的な管理運営

③ 展開結果の財政面からの検証

 これらの取り組みを財政面からも確実に検証し、フィード

バックするために統一的基準に基づく公会計導入で整備し

た固定資産台帳の有効活用を図ります。

 本計画を個別計画へと展開していくにあたっては、庁内の

連携・協力を緊密に図っていく必要があります。このよう

な観点から、公共施設等マネジメントに係る機能を「公共

施設等マネジメント検討会」に持たせ、継続的なマネジメ

ントを行います。

３．公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針

施設所管課 施設所管課

施
設
管
理

施
設
管
理

施
設
管
理

施設所管課

フィードバック

組織横断的調整

市長

庁議

（専任組織）

公共施設等マ

ネジメント検

討会

（３）公共施設等マネジメントの基本方針

 大幅な人口減少、厳しくなる財政状況、さらには膨大な施設の更新費

用の発生といったことが予想される中、人口規模にあった施設保有量

の維持と市民ニーズにあった施設の有効的な活用を目指し、施設の再

編を進めていきます。

 計画的に効率よく公共建築物の整備や維持管理を行い、健全で持続可

能な施設運営を推進していきます。

（２）現状や課題に関する基本認識

① 基本的な役割

 関連諸計画を踏まえた取り組みを図る。

 市長直轄として取り組み意図を全庁で徹底する。

 住民とのコミュニケーションを効果的に行う。

 国・県・近隣自治体などとも連携した取り組みを進める。

② 庁内での取り組み

 専任組織を中心に公共施設等の情報を集約し、施設単位で全

庁的に共有する。

 個別計画を全体最適に誘導するとともに全庁的な意識改革を

主導する。

 会議による情報共有を図り、関連部署間での活発なコミュニ

ケーションを促す。

 施策別予算配分の仕組みを構築するとともに行政評価の結果

を予算に反映させる。

 PPP/PFIなど官民連携事業の全庁的な調整を行う。

③ 住民向けの取り組み

 施設カルテ等の公表など情報公開を進める。

 ヒアリング、アンケート、広報誌、ホームページ等を通じた

意見募集などを促す。

④ 情報管理・共有方策

 専任組織を中心に、関係各部署に散在するデータをそれぞれ

の部門から収集するとともに、施設情報データベースとして

一元管理し、固定資産データ及び財政データとも連携して全

庁的な意思決定を促す仕組みを創出します。

 本計画の計画期間は公共建築物の更新費用試算期間と同様の40年間

平成29年度～令和38年度（2017年度～2056年度）とします。

 本計画の期間に対して10年ごとに１期から4期までそれぞれ実施期間

を定め、それぞれの実施期間は、前期と後期に分けてきめ細やかなマ

ネジメントを実施することとします。

 公共施設等の更新費用より

 過去に建設された本市の公共建築物の多くが、計画期間内（40年間）

に更新（建替え）時期を迎えることとなり、今後40年間で更新費用の

総額は約2,327億円、年平均約58.2億円となるなど多額の費用が必要

となります。

 公共建築物の市民一人当たりの延床面積（4.68㎡）は、同規模自治体

（人口10万人以上25万人未満）の約1.6倍となっています。

 人口推計及び財政見通しより

 本市の将来人口は、令和42年（2060年）時点で、70,742人と見込ま

れており、平成27年（2015年）の108,174人から約35％減少する見込

みです。同様に、税収を支える生産年齢人口は、約40％減少になる見

込みです。

 生産年齢人口の減少に伴う税収減、少子高齢化に対する扶助費の増加

など公共施設等の維持・管理費用及び更新費用を賄うことが困難な状

況となっています。とりわけ将来世代に負担を押し付けることはでき

ません。

 人口減少及び人口構造の変化により利用需要や利用者のニーズの変化

も想定されます。

 本計画の課題

 以上を踏まえて、本計画の課題は、財政面と公共施設等を通じた安

心・安全で利便性の高いサービスを両立させ、持続可能な地域を市民

と共に創っていくことにあります。
公共施設等
マネジメン
トの基本方

針

施設の再編
による施設保
有量の縮減

計画保全によ
る施設の長
寿 命 化

保有形態の
見直しによる
効率的な管
理 運 営

（５）全庁的な取り組み体制の構築及び情報管理・共有方策

 公共施設等総合管理計画 

【2017年度（平成 29年度）～2056年度（平成 68年度）】 

第 1 期計画：10年間 

（前期 5年/後期 5年） 

第 2期計画：10年間 

（前期 5年/後期 5年） 

第 3 期計画：10年間 

（前期 5年/後期 5年） 

第 4期計画：10年間 

（前期 5年/後期 5年） 

 

本

計

画

策

定 
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（６）公共施設等の管理に関する基本的な考え方

（７）フォローアップの実施方針

３．公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針

① 点検・診断等の実施方針

 建物について、定期的に点検・診断し、経年による劣化状況や外

的負荷による性能低下状況及び管理状況を把握するとともに、劣

化・損傷が進行する可能性や施設に与える影響等について評価を

行い、施設間における保全の優先度についての判断等を行います。

 法定点検については、一級建築士やその他の専門知識を持つ有資

格者が実施することが義務付けられていますが、専門的な知識を

必要としない点検などは、各建物の管理者が自主的に行えるよう

マニュアル整備を行い実施することも検討します。

② 維持管理・修繕・更新等の実施方針

 施設の重要度や劣化状況に応じて優先度をつけ、計画的な維持管

理・修繕・更新等を行う予防保全を導入することにより、施設の

性能維持、安全性を確保するとともに、維持管理コストの縮減や

平準化を図ります。

 予防保全を基本としながら各施設の状況と一級建築士など専門家

の意見等も反映して費用対効果の高い維持管理・修繕を行います.

③ 安全確保の実施方針

 施設の安全確保に関わる評価を実施し、危険性が認められた施設

については、評価の内容に沿って安全確保の改修を実施します。

 既に役割を終え、今後、利活用することのない公共施設等につい

ては、周辺建物、住環境に及ぼす影響や市民の安全・安心を考慮

し早期に解体、除却します。

④ 耐震化の実施方針

 1981年（昭和56年）以前に建築された建物（旧耐震基準）に

ついては、計画的に耐震診断を実施し、災害時に市民が利用する

施設や災害対策活動の拠点・避難所となる施設、ライフライン関

連施設など、地震発生による人命への重大な被害や市民生活への

深刻な影響を及ぼす恐れのある施設については、優先的に耐震対

策を行います。

⑤ 長寿命化の実施方針

 長寿命化とは、老朽化した建物の構造・設備・機能等の耐久性を

高め、建物自体をできるだけ長く利用する手法です。このことに

よって建物のライフサイクルコストから求めた年当たり費用の縮

減と平準化を実現します。

⑥ ユニバーサルデザイン化の推進方針

 大規模改修や更新等にあわせ、バリアフリー化やユニバーサルデ

ザイン化を検討し、時代や市民のニーズに対応した施設整備を目

指します。

⑦ 脱炭素化の推進方針

 大規模改修や更新等にあわせ、省エネルギー化に対応した設備の

導入を検討するなど、環境負荷の低減を考慮した施設整備を目指

します。

① マネジメントサイクルの形成

 本計画では下図に示すマネジメントサイクルを形成し、市民との協働で

公共施設等の総量縮減を含む再配置等を進めます。

４．施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

② 本計画の検証

 本計画により、公共施設等の再編における基本方針に関するマネジメント

指標を公共施設等マネジメント検討会において定めるとともに、これらの

指標を通じて計画の展開をモニタリングし、その実施状況や有効性を検証

し公開します。

【マネジメント指標（KPI）】

① 管理方針

 全ての公共建築物について、今ある施設は、適切な点

検・診断等及び耐震化を含む維持管理・修繕を実施し、

大切に使用します。また、建替え時期が到来した段階で

は、その施設の評価（建物自体の状態、維持管理コスト、

公共サービスの提供状況など）に基づき、機能・サービ

スの優先度や提供範囲を再確認し、施設の除却（廃止・

解体等を含む）も含めた再編を実施します。

 これらのことを計画的に実施するために、次のような各

施設の管理及び再編方針やその時期などを定めて全庁で

共有し、年次で更新していきます。

 更新（現状維持）：更新時期に現状維持で建替える。

 更新（規模拡大）：更新時期に複合化など規模を拡大し

て建替える。

 更新（規模縮小）：更新時期に規模を縮小して建替える。

 除却（廃止）：更新時期に除却（廃止）する。

 除却（他へ統合）：更新時期に当該建物は除却し、その

機能は他の施設に統合してサービスを維持する。

 未定：まだ方針を決めていない。

② 配置方針

 公共建築物の配置については、人口減少下においても公

共サービスを効率的に提供するために、可能な限り施設

の複合化や集約化による公共サービス機能の集積とネッ

トワーク化を図ります。

 また、災害のリスクを減らすインフラの強靭化等による

ハード対策、それを補う被害防止や軽減活動などのソフ

ト対策及び防災拠点、指定避難所などの見直しを行い、

災害に備えた防災・減災まちづくりを進めます。

（１）公共建築物について

（２）インフラ資産について

 インフラ資産については、基本的には、国の定めた「イ

ンフラ長寿命化基本計画」平成25年11月29日）の行動計

画として、個別施設の長寿命化計画を定め、安心・安全

の確保と経費の縮減を進めていきます。

西条市公共施設等総合管理計画(改訂版)

西条市経営戦略部公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進室

〒 793-8601 愛媛県西条市明屋敷164

TEL 0897-52-1688

FAX 0897-52-1230

Eメール kokyoshisetsu@saijo-city.jp
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実施 計画 

見直し 検証 

 公共施設等の評価 

 施設別計画の策定 

 予算等の要求 

 計画展開の意思決定 

 事業の実施 

 関係機関との連携 

 効果的なアウトソーシング 

 継続的なモニタリング 

 検証結果の分析 

 公共施設等再評価 

 計画の見直し 

 研修等へのフィードバック 

 目標値と実施結果の検証 

 財政面からの検証 

 検証結果の情報公開 

マネジメント

サイクル 

官民連携事業など 

効果的な手法への取り組み 

議会・市民との 

合意形成 

職員研修の実施など 

（職員の意識改革） 

市民・議会への 

情報公開 

Check Act 

Do Plan 

⑧ 統合や廃止の推進方針

 公共建築物について、施設種類ごとに統合や廃止の取り組みの方向性を

示し、検討を行った上で、具体的な再編方法及び再編期間を決定してい

きます。

 再編期間については、5年以内、10年以内、15年以内のいずれかを設定

し、取り組み内容の実行を終えた時点で完了とします。

⑨ 保有する財産の活用や処分に関する基本方針

 保有する財産のうち、用途廃止した資産や売却可能資産等について、今

後、行政としての使用見込みがない場合は、除却に加え、建物・土地情

報を発信し、有償による譲渡を基本としつつ、貸付けを含めた民間事業

者等による利活用の拡大に努めます。


